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第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）における 

「国民体育大会ドーピング検査同意書」の記入および携帯の徹底について（お願い） 

 

  平素より、国民体育大会アーチェリー競技会の出場について、格別なるご理解、ご協力を

賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、例年お知らせしておりますように、「日本アンチ・ドーピング規程」では、国民体

育大会をはじめとするドーピング検査対象競技会に参加する未成年競技者においては、競技

者本人の同意とともに、親権者からの同意を取得することが定められています。 

 つきましては、国民体育大会の各競技会への参加にあたっては、「国民体育大会ドーピン

グ検査同意書」（以下「同意書」）により、参加する選手本人と未成年選手の親権者の同意

を確認するため、「同意書」への署名・捺印および大会期間中の携帯が必須となりますので、

貴協会（連盟）におかれましても、監督、選手をはじめとする協会（連盟）関係者に対して、

重ねて周知徹底いただきますようお願い申し上げます。 

 具体的には、未成年選手（本大会より１８歳未満）については、本人による「同意書」へ

の署名・捺印と併せて、親権者による同意確認欄への署名・捺印を徹底いただき、大会期間

中は常に携帯するように、ご指導いただきますようお願い申し上げます。 

 貴協会（連盟）および選手団関係者への周知徹底について、趣旨をご理解いただき、ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

先に送付した第７４回国民体育大会アーチェリー競技会参加に係る手続きについて（連絡）

の抜粋を載せておきますので、ご確認下さい。 

（５）国民体育大会ドーピング同意書に関する変更点について 

第７４回本大会（茨城県）から未成年者の扱いが２０歳未満から１８歳未満に変更

され、本人の署名及び親権者の署名、捺印がある同意書の所持が２０歳未満から１８

歳未満になりました。 

（６）第７４回本大会（茨城県）以降における同意書の取り扱いについて  

 ①成年種別年齢域は、日本スポーツ協会ＨＰからのダウンロード。（県体協・スポー

ツ協会への配布は無しに）         

 ②少年種別年齢域は、茨城大会までは必要部数を日本スポーツ協会から県体協・スポ

ーツ協会へ配布するが、第７５回大会（鹿児島県）からは、成年種別年齢域と同様

に日本スポーツ協会ＨＰからのダウンロード。 

 

◎「国民体育大会ドーピング検査同意書」は、日本スポーツ協会ホームページの国体ペー

ジからダウンロードできます。 

     http://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid/539/Default.aspx 


